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（全国労働組合総連合）が約 88

万 3,000人と前年比約 1万 1,000

人減、全労協が約 14 万人と前年

比約 3,000 人減（全国労働組合

連絡協議会）となっています。 

◆団体交渉の要求が増加す

る可能性も 
不況による影響で雇用情勢が

悪化する中、従業員からすれば

雇用維持・雇用確保等を掲げる

労働組合への期待はますます高

まります。 

その反面、事業主にとってみ

れば、労働組合から団体交渉を

求められるリスクが高くなって

きます。団体交渉を求められる

ことのないよう、常日頃からし

っかりとした労務管理を心掛け

ておくべきでしょう。 

 

 

取引先倒産による連鎖

倒産防止のための共済

制度 
 

◆中小企業の連鎖倒産を回

避できるか？ 
新聞によれば、中小企業庁で

は、取引先倒産による中小企業

の連鎖倒産を防ぐため、共済制

度の拡充に関する改正案を国会

に提出する予定とのことです。 

拡充されるのは、独立行政法

人中小企業基盤整備機構が運営

する「中小企業倒産防止共済」

（通称：経営セーフティ共済）

制度です。 

◆「経営セーフティ共済」とは？ 
同制度は、取引先が倒産して

売掛金が回収できなくなった加

入者に対し、共済金を無利子・

無担保・無保証人で貸し付ける

制度であり、全国の中小企業の約

７パーセントに相当する約 29 万

3,000 社が加入しています。 

現在の制度では、貸付限度額は

「回収困難な売掛金債権等の額」

と「掛金総額の 10 倍の額」のう

ちいずれか少ない額で、最高で

3,200 万円となっており、返済期

間は５年間、返済方法は 54 カ月

で均等分割による毎月返済とな

っています。  

掛金月額は、5,000 円から８万

円までの範囲（5,000 円刻み）で

自由に選ぶことができ、掛金総額

が 320 万円になるまで積み立て

られ、払い込んだ掛金は、税法上、

法人の場合は損金、個人の場合は

必要経費に算入することができ

ます。 

◆今回の改正案の内容 
同制度の中で、貸付限度額であ

る「3,200 万円」を「8,000 万円」

まで引き上げるのが、今回の改正

案です。 

これは、企業の倒産件数が増加

し、１件当たりの負債総額も高額

になり、回収できなくなった売掛

金債権の満額を借りることがで

きなかった企業が、2006 年度で

加入企業の約 13％に達したため

です。限度額の引上げにより、こ

の 13％という数値が５％程度に

抑えることができると試算され

ています。 

2008 年には同制度の新規加入

者が急増したものの、ここ数年で

は減少傾向が続き、制度の運営が

不安定になると指摘されていま

す。中小企業庁では、さらに加入

者を増やして不況の長期化によ

る倒産増に備えたい考えのよう

です。 

 

日本における今後の「雇用

戦略」とは？ 
 

◆６つの戦略分野 
政府の「成長戦略策定会議」は、

2009 年 12 月 30 日に「新成長戦略

（基本方針）」というものを発表し、

今後、日本が成長していくうえで強

みとなるものとして、次の６つの戦

略分野を示しました。 

（１）環境・エネルギー大国戦略 

（２）健康大国戦略 

（３）アジア経済戦略 

（４）観光立国・地域活性化戦略 

（５）科学・技術立国戦略 

（６）雇用・人材戦略 

◆各分野における新規雇用の目標値 
「環境・エネルギー大国戦略」の

項目では、環境分野における 140

万人の新規雇用創出、「健康大国戦

略」の項目では、医療・介護・健康

関連サービス分野における 280 万

人の新規雇用創出が、2020 年まで

の目標として示されています。ま

た、「観光立国・地域活性化戦略」

の項目では、観光関連で 56 万人の

新規雇用創出を目標としています。 

今後、これらのビジネス分野にお

いては、政府によるバックアップ、

支援などが積極的に行われていく

可能性が非常に高いものと思われ

ます。 

◆「雇用・人材戦略」の内容 
「雇用・人材戦略」の項目におい

ては、2020 年までの目標として、

「若者フリーター約半減」、「ニート

減少」、「女性 M 字カーブ解消」、

「高齢者就労促進」、「障害者就労促

進」、「ジョブ・カード取得者 300 万

人」、「有給休暇取得促進」、「最低賃

金引上げ」、「労働時間短縮」が掲げ

られています。 

 

 

 

◆企業側・労働者側の反応 
世界同時不況・経済危機以後、

派遣労働をめぐっては、「規制緩

和」から「労働者保護」への方向

に傾きつつあります。しかし、今

回の改正内容については、企業側

から「登録型派遣や製造業派遣の

原則禁止は企業にとって極めて

甚大な影響がある」「急な発注や

季節の変動に対応できない中小

企業などは大きなダメージを受

けてしまう」などといった反発の

声が上がっています。 

そして、今回の改正内容につい

て反対があるのは企業側だけで

はありません。労働者側からも

「施行日までの期間が長く、生活

が不安定な非正規雇用の労働者

を救済する内容になっていない」

「登録型派遣や製造業派遣の禁

止により職を失う人が増える可

能性がある」などといった懸念の

声も聞かれます。 

今後、このような労使双方の声

が改正にどのような影響を与え

ていくのか、注目しておきたいも

のです。 

 

 

労働組合組織率が 34 年

ぶりに上昇 
 

◆「労働組合基礎調査」の結

果から 
全国の労働組合の推定組織率

が、2009 年６月末時点で前年を

0.4 ポイント上回る 18.5％とな

り、1975 年以来 34 年ぶりに上昇

したことが、厚生労働省の「労働

 社会保険労務士 

杉浦事務所便り 

組合基礎調査」で明らかになりま

した。 

同省では、経済状況の悪化で、

パート労働者の労働組合加入が

大幅に増加したことや、組織率を

計算する際の分母となる雇用者

数が約 5,455 万人と前年比で約

110 万人減少したことが要因だと

みているようです。 

◆組合数は減少 
同調査では、全国２万 6,696 の

労働組合を対象に 2009 年６月末

時点の状況を調査しています。こ

れによると、組合員数は約 1,007

万 8,000 人で、前年同期比で約 1

万 3,000 人増となっていますが、

組合数は 269 減少しています。 

また、推定組織率（雇用者数に

占める労働組合員数の割合）は、

18.5％で前年比 0.4 ポイント上昇

となりました。 

労働組合員数を産業別にみる

と、製造業が最も多く約 275 万

3,000 人で全体の約３割を占め、

次いで卸売業・小売業が約 114 万

8,000 人となっています。 

◆パートタイム労働者の状況等 
パートタイム労働者の組合員

数は約 70 万人で前年比約８万

4,000 人増となっており、全労働

組合員数に占める割合は 7.0％、

推定組織率（パートタイム労働者

の労働組合員数を短時間雇用者

数で除して得られた数値）は

5.3％となりました。 

主要団体別の組合員数では、連

合（日本労働組合総連合会）が約

683 万 2,000 人と前年比約７万人

増加しているのに対し、全労連

「労働者派遣法」改正を

めぐる最近の動き 
 

◆労政審が厚労相に答申 
昨年の政権交代後、労働者派遣

法の改正をめぐる動きが活発化

しています。 

昨年末（12 月 28 日）、厚生労

働省の労働政策審議会（労働力需

給制度部会）は、「労働者派遣法」

（正式名称は「労働者派遣事業の

適正な運営の確保及び派遣労働

者の就業条件の整備等に関する

法律」）の改正に向けた報告書を

長妻厚生労働大臣に答申しまし

た。 

これを受け、今後、厚生労働省

が改正法案の作成に着手してい

くものとみられ、今年の通常国会

に法案が提出される見込みです。 

◆予定されている改正内容 
今回予定されている主要な改

正項目は、（１）専門 26 業務や高

齢者派遣などを除く「登録型派

遣」の禁止、（２）常用型以外の

「製造業派遣」の禁止、（３）２

カ月以内の期間を定める「日雇い

派遣」の原則禁止などです。いず

れも企業にとっては大きな影響

を与える内容といえるでしょう。 

改正法案が今年の通常国会で

順調に成立した場合、（１）（２）

の施行日は「公布の日から３年以

内」の予定とされており、（１）

のうち「問題が少なく労働者のニ

ーズもある業務」についてはさら

に２年の適用猶予期間が設けら

れることとなっています。 
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